
           

太
郎
坊
宮
の
歴
史 

 



二
、
太
郎
坊
宮
の
歴
史 

  
 

 

上
代‐

太
郎
坊
宮
が
で
き
る
ま
で‐

 

 

太
郎
坊
宮
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
言
い
伝
え
や
文
献
を
辿
っ
て

も
「
古
す
ぎ
て
分
か
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
翻
せ
ば
、

そ
れ
ほ
ど
昔
か
ら
人
々
は
太
郎
坊
宮
を
仰
ぎ
、
尊
ん
で
き
た
と
い
う

証
で
も
あ
る
。 

最
も
古
い
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
聖
徳
太
子
が
こ
の
地
に
足
を
運

ば
れ
た
折
、
霊
験

れ
い
け
ん

が
あ
っ
て
祭
祀
を
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
と

い
う
。
し
か
し
、
神
社
の
成
り
立
ち
を
更
に
辿
る
と
、
聖
徳
太
子
が

訪
れ
る
遥
か
昔
よ
り
、
人
々
は
太
郎
坊
宮
の
鎮
座

ち

ん

ざ

す
る
赤
神
山
を
尊

び
、
拝
ん
で
い
た
様
子
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。 

霊
験 

 

神
々
の
ご
利
益
。
神
々
の
し
る
し
。 

  

祭
祀 

 

神
と
し
て
崇
め
、
供
物
な
ど
を
奉
げ
て

祀
る
こ
と
。 



そ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
人
の
自
然
観
に
基
づ
く
非
常
に
古
い
自

然
崇
拝

す
う
は
い

と
い
う
信
仰
形
態
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
然
崇
拝
と
は
、
自
然

物
や
自
然
現
象
を
崇
拝
対
象
と
す
る
原
始
的
な
宗
教
形
態
を
い
う
。

太
陽
や
月
、
山
、
川
、
巨
岩
石
と
い
っ
た
自
然
物
そ
の
も
の
を
神
霊

第
一
鳥
居 

 

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
建
立

さ
れ
た
鳥
居
。
太
郎
坊
宮
の
参
道
へ
の
入

り
口
に
立
つ
最
初
の
鳥
居
で
あ
る
。
大
阪

の
実
業
家
、
土
井
柾
三
氏
の
奉
納
。
鳥
居

の
奥
に
は
赤
神
山
が
写
っ
て
い
る
。
鳥
居

脇
に
は
「
阿
賀
神
社
」
と
書
か
れ
た
社
標

が
あ
る
が
、
現
在
は
「
太
郎
坊
宮
」
の
社

標
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。 

 



と
し
て
崇
拝
す
る
場
合
と
、
そ
う
し
た
自
然
物
の
背
後
に
神
霊
を
見

出
し
て
崇
拝
す
る
場
合
が
あ
る
。
信
仰
の
実
例
と
し
て
は
、
山
や
森

な
ど
に
磐
座

い
わ
く
ら

と
呼
ば
れ
る
特
別
な
岩
や
神
籬

ひ
も
ろ
ぎ

と
呼
ば
れ
る
神
聖
な
樹

を
見
立
て
、
神
霊
を
迎
え
て
祭

事
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

現
在
の
よ
う
に
、
本
殿
を
含

む
社
殿
に
神
霊
を
据
え
て
祭
事

を
行
う
の
は
仏
教
伝
来
以
降
の

こ
と
で
あ
り
、
原
初
の
姿
は
祭

事
が
終
る
と
、
神
々
に
お
帰
り

頂
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
祭
祀
の
対
象
と
な
る

山
は
形
の
整
っ
た
山
や
、
良
水

磐
座 

 

神
社
の
原
型
と
も
い
え
る
祭
の
場
所
。

神
の
坐
す
場
所
と
し
て
特
別
視
さ
れ
る

岩
石
を
磐
座
と
し
、
神
霊
を
招
い
て
祭
事

を
行
っ
た
。
下
の
写
真
は
太
郎
坊
宮
の
夫

婦
岩
。
古
く
か
ら
注
連
縄

し

め

な

わ

を
張
り
、
神
聖

視
し
た
。 

 

神
籬 

 

神
霊
を
招
き
、
祭
祀
の
対
象
と
し
た
も

の
。
常
緑
の
樹
木
を
用
い
る
例
が
多
い
。 

 

  



を
出
す
山
、
火
山
な
ど
が
多
く
、
そ
の
他
の
自
然
現
象
と
も
結
び
つ

い
て
神
の
い
る
所
、
神
の
降
臨
す
る
所
と
し
て
神
聖
視
し
た
。
こ
れ

を
神
体
山

し
ん
た
い
ざ
ん

信
仰

し
ん
こ
う

と
も
い
う
。
明
確
な
古
代
祭
祀
の
遺
構
こ
そ
確
認
で

き
な
い
が
、
太
郎
坊
宮
の
境
内
に
は
磐
座
に
類
す
る
も
の
と
し
て
「
夫

婦
岩
」
が
存
在
す
る
ほ
か
、
山
中
に
は
巨
岩
石
が
点
在
す
る
。
ま
た
、

太
郎
坊
宮
が
建
つ
赤
神
山
と
同
じ
山
系
に
は
磐
座
と
想
定
さ
れ
る
大

岩
が
あ
り
、
周
辺
か
ら
は
祭
事
に
用
い
ら
れ
た
土
器
の
破
片
や
、

玉
砥
石

た

ま

と

い

し

な
ど
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。 

な
お
、
赤
神
山
の
麓
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
、
同
じ
く
阿 あ

賀 が

神 じ
ん

社 じ
ゃ

の
名
を
有
す
る
神
社
が
建
つ
。
こ
の
阿
賀
神
社
の
境
内
に
は
、
か
つ

て
祭
事
を
行
っ
た
跡
と
考
え
ら
れ
る
巨
岩
が
残
さ
れ
て
い
る
。
神
体

山
信
仰
の
一
種
の
定
型
と
し
て
、
山
上
の
磐
座
の
神
を
拝
礼
す
る
と

き
に
山
麓
に
も
磐
座
を
設
け
て
祭
事
を
行
う
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

神
体
山
信
仰 

 

山
そ
の
も
の
を
神
あ
る
い
は
神
を
象

徴
す
る
神
聖
な
も
の
と
し
て
信
仰
す
る

思
想
。 

 

阿
賀
神
社 

 

東
近
江
市
野
口
町
に
鎮
座
す
る
神
社
。

天
忍
穂
耳
命
を
御
祭
神
と
す
る
。
赤
神
山

を
拝
ん
だ
山
麓
の
磐
座
の
地
に
立
て
ら

れ
た
神
社
と
い
わ
れ
る
が
不
詳
。 

 

奥お
く

つ
磐
座

い
わ
く
ら

・
辺へ

つ
磐
座

い
わ
く
ら 

 

山
上
や
山
奥
等
に
あ
る
磐
座
を
奥
つ

磐
座
と
い
い
、
山
麓
や
山
境
等
に
あ
る
磐

座
を
辺
つ
磐
座
と
い
う
。
相
対
関
係
に
あ

る
こ
と
が
多
い
。 



そ
の
た
め
、
こ
の
阿
賀
神
社
の
巨
岩
石
群
が
山
麓
の
磐
座
に
相
当
し
、

こ
こ
か
ら
遥
か
に
赤
神
山
の
神
を
拝
礼
し
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
今

と
な
っ
て
は
祭
事
上
の
関
係
性
は
皆
無
で
、
確
証
を
得
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
磐
座
信
仰
の
霊
地
と
ま
で
讃
え
ら
れ
た
太
郎
坊

宮
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
き
、
神
聖
視
さ
れ
た
赤
神
山
の
付
近
で

祭
り
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
後
世
、
神
社
に
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。 

さ
て
、
聖
徳
太
子
に
ま
つ
わ
る
伝
承
を
踏
ま
え
て
太
郎
坊
宮
の
発

展
を
辿
っ
て
み
た
い
。
聖
徳
太
子
が
当
地
を
訪
れ
た
の
は
、
推
古

す

い

こ

天
皇

て
ん
の
う

の
御
代
と
い
い
、
西
暦
に
換
算
す
れ
ば
大
体
六
〇
〇
年
頃
の
事
跡
で

あ
る
。
聖
徳
太
子
は
摂
津
国
に
四 し

天
王
寺

て

ん

の

う

じ

を
建
立
す
る
際
、
十
万
枚

に
及
ぶ
瓦
を
赤
神
山
が
属
す
箕
作
山
系

み
つ
く
り
さ
ん
け
い

で
焼
成
し
た
と
い
わ
れ
、
そ

の
際
に
尊
い
霊
験
を
感
じ
、
赤
神
山
で
神
を
祭
ら
れ
た
。
そ
の
聖
域

四
天
王
寺 

 

大
阪
市
に
あ
る
和
宗
の
総
本
山
。
聖
徳

太
子
の
建
立
と
い
わ
れ
る
大
寺
院
で
、
大

い
に
栄
え
た
。 

  

瓦
屋
寺 

 

東
近
江
市
に
あ
る
寺
院
。
太
郎
坊
宮
と

同
じ
箕
作
山
系
の
山
中
に
あ
り
、
聖
徳
太

子
が
四
天
王
寺
建
立
に
際
し
て
瓦
を
焼

成
さ
せ
た
跡
に
建
つ
。 

 

聖
域 

 

神
聖
な
区
域
。 



に
建
て
ら
れ
た
の
が
太
郎
坊
宮
で
あ
る
と
い
う
。
太
郎
坊
宮
の
付
近

に
は
聖
徳
太
子
開
基
の
伝
承
を
持
つ
寺
院
が
数
多
く
あ
る
ほ
か
、
八

日
市
場
も
聖
徳
太
子
が
開
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

聖
徳
太
子
と
同
時

代
頃
の
大
き
な
出
来

事
と
言
え
ば
、
大
陸
か

ら
外
来
思
想
で
あ
る

仏
教
が
伝
え
ら
れ
た

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

我
が
国
へ
の
仏
教
公
伝

こ
う
で
ん

は
欽 き

ん

明
天
皇

め
い
て
ん
の
う

の
御
代
と
さ
れ
て
い
る
が
、
仏

教
伝
来
は
宗
教
思
想
に
限
ら
ず
、
多
く
の
文
物
を
も
た
ら
し
た
。
神

社
建
築
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
さ
れ
る
寺
院
建
築
も
、
仏
教

と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
技
術
で
あ
る
。
史
書
を
辿
る
と
、
こ
の
太
郎

聖
徳
太
子
（
五
七
四
～
六
二
二
） 

 

用
明
天
皇
の
皇
子
。
厩
戸
皇
子

う
ま
や
ど
の
お
う
じ

と
い

う
。
深
く
仏
教
に
帰
依
し
、
推
古
天
皇
の

摂
政
と
し
て
仏
教
を
基
調
と
し
た
政
治

を
行
っ
た
。
聖
徳
太
子
の
手
に
よ
る
冠
位

十
二
階
や
十
七
条
憲
法
は
特
に
有
名
（
図

版
は
『
前
賢
故
実
』
よ
り
）。 

 

仏
教
公
伝 

 

欽
明
天
皇
の
御
代
（
五
三
八
頃
）、
百

済
か
ら
朝
廷
に
伝
え
ら
れ
た
。
公
的
で
は

な
い
伝
来
は
も
っ
と
早
く
、
渡
来
人
が
伝

え
た
。
当
初
は
外
国
の
神
と
し
て
排
除
さ

れ
た
が
、
次
第
に
広
ま
っ
た
。
思
想
、
建

築
、
美
術
な
ど
、
我
が
国
に
及
ぼ
し
た
影

響
は
大
き
い
。 



坊
宮
近
辺
に
も
比
較
的
早
い
段
階
で
こ
う
し
た
外
来
思
想
と
技
術
が

伝
来
し
た
様
子
が
伺
え
る
。
『
日
本
書
紀
』
に
天
智

て

ん

じ

天
皇

て
ん
の
う

四
年
（
六
六

五
）
、
百
済
の
渡
来
人
四
百
名
を
近
江
国
神
崎
郡

か
ん
ざ
き
ぐ
ん

に
置
く
と
の
記
述
が

見
ら
れ
る
。
天
智
天
皇
八
年
（
六
六
九
）
に
も
、
蒲
生
郡
に
百
済

く

だ

ら

人

七
百
名
余
り
を
置
い
た
と
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
渡
来
人
に
関
す
る
伝
承
は
太
郎
坊
宮
の
周
辺
地
域
に
も
残

さ
れ
て
お
り
、
人
々
か
ら
「
狛 こ

ま

の
長
者

ち
ょ
う
じ
ゃ

の
伝
承
」
と
称
さ
れ
、
語
り

継
が
れ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
太
郎
坊
宮
が
合
祀
し
た
金
柱
宮
に
つ

い
て
も
「
新
羅
が
建
て
た
り
し
持
仏
堂
の
金
の
柱
」
や
「
金
柱
古
麻

長
者
持
仏
也
」
と
の
記
録
が
残
る
。
ま
た
、
金
柱
宮
近
く
の
山
腹
に

は
二
基
の
古
墳
が
存
在
し
、
六
世
紀
中
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
土

器
類
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
近
郊
の
布
引

ぬ
の
び
き

丘
陵
で
は
、
渡
来
系
の
高

度
な
技
術
を
駆
使
し
た
と
推
定
さ
れ
る
窯
場

か

ま

ば

跡
が
あ
る
ほ
か
、

神
崎
郡 

 

現
在
の
滋
賀
県
で
、
琵
琶
湖
の
東
岸
地

域
。
蒲
生
郡
と
隣
接
す
る
。 

 

蒲
生
郡 

 

現
在
の
滋
賀
県
。
蒲
生
野
と
称
さ
れ
た

朝
廷
の
狩
猟
地
が
あ
る
。
太
郎
坊
宮
が
あ

る
小
脇
郷
も
、
蒲
生
郡
に
属
す
。 

  

渡
来
人
の
増
加 

 

七
世
紀
頃
の
朝
鮮
半
島
で
は
、
百
済
や

高
句

こ
う
く

麗り

と
い
う
国
が
滅
亡
。
難
を
逃
れ
た

人
々
が
日
本
に
渡
来
し
、
定
住
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
渡
来
人
が
伝
え
た
思
想
や
技

術
は
地
域
の
発
展
に
寄
与
し
た
。 



高
麗
寺

こ

ま

で

ら

と
い
う
名
の
寺
院
跡
も
あ
り
、
随
所
に
渡
来
人
と
の
関
わ
り

を
思
わ
せ
る
名
称
が
あ
る
。 

太
郎
坊
宮
の
成
り
立
ち
か
ら
草
創
期
の
発
展
を
考
え
る
と
、
原
始

的
な
自
然
信
仰
、
聖
徳
太
子
や
渡
来
人
の
関
与
と
い
っ
た
事
柄
が
浮

か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。 

 

 
 

 

中
世‐

太
郎
坊
宮
の
発
展‐

 

 

「
太
郎
坊
宮
に
は
、
五
〇
余
り
の
社
殿

し
ゃ
で
ん

僧
坊

そ
う
ぼ
う

が
軒
を
連
ね
た
」
と

い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。
古
く
か
ら
太
郎
坊
宮
に
対
す
る
信
仰
が
盛

ん
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
ら
建
築
物
の
建
立
を

発
願
し
た
の
は
最
澄
と
さ
れ
る
。
古
伝
に
よ
る
と
、
修
行
の
た
め
に

各
地
を
巡
拝
し
て
い
た
最
澄
が
こ
の
地
に
詣
で
、
そ
の
大
い
な
る
御

高
麗
寺 

 

駒
寺
と
も
。
東
近
江
市
神
田
町
の
寺
。

か
つ
て
は
か
な
り
広
域
ま
で
信
仰
さ
れ

た
規
模
の
大
き
い
寺
院
で
あ
っ
た
と
い

う
。 

     

社
殿
僧
坊 

 

社
殿
は
神
社
に
付
属
す
る
建
物
の
こ

と
。
僧
坊
は
僧
侶
が
起
居
す
る
建
物
の
こ

と
。
か
つ
て
太
郎
坊
宮
周
辺
に
は
山
麓
の

寺
院
も
含
め
、
建
物
が
立
ち
並
ん
だ
と
い

わ
れ
る
。 



神
徳
に
感
銘
を
受
け
、
社
殿
を
建
立
し
て
太
郎
坊
大
神
に
献
じ
た
と

い
う
。 

長
い
歴
史
の
中
で
太
郎
坊
宮
と
密
接
な
繋
が
り
を
有
し
た
天
台
宗

成
願
寺

じ
ょ
う
が
ん
じ

は
、
延
暦
十
八
年

（
七
九
九
）
に
最
澄
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
由

緒
を
有
し
て
お
り
、
本
尊
は

平
安
時
代
に
制
作
さ
れ
た

薬
師

や

く

し

如
来
像

に
ょ
ら
い
ぞ
う

で
あ
る
。 

最
澄
が
建
立
し
た
五
十

余
り
の
社
殿
僧
坊
の
全
容
は
今
と
な
っ
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

『
今 い

ま

堀 ほ
り

日 ひ

吉 よ
し

神 じ
ん

社 じ
ゃ

文 も
ん

書 じ
ょ

』
に
は
「
竹
中
坊
」
「
上
坊
」
「
松
本
坊
」
「
石

垣
坊
」
「
大
泉
坊
」
と
い
っ
た
僧
坊
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

成
願
寺 

 

赤
神
山
の
山
麓
に
建
つ
天
台
宗
の
寺

院
。
山
号
は
赤
神
山

せ
き
し
ん
ざ
ん

。
太
郎
坊
宮
と
深

い
繋
が
り
を
持
ち
、
か
つ
て
は
成
願
寺
の

僧
侶
が
太
郎
坊
宮
を
管
理
し
て
い
た
。
下

の
写
真
（
成
願
寺
提
供
）
は
本
尊
の
木
像

薬
師
如
来
座
像
で
、
県
指
定
文
化
財
。
他

に
鎌
倉
時
代
の
石
灯
籠
が
あ
る
。
佐
々
木

氏
か
ら
領
地
の
寄
進
を
受
け
る
な
ど
し

て
栄
え
た
。 

 

今
堀
日
吉
神
社
文
書 

 

滋
賀
県
東
近
江
市
の
今
堀
日
吉
神
社

に
伝
来
す
る
古
文
書
群
。
中
世
の
商
業
や

村
落
制
度
に
つ
い
て
詳
細
な
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
重
要
文
化
財
。 



近
辺
の
田
畑
名
に
は
「
坊
領
」
「
食
堂
」
「
門
前
」
「
五
（
御
）
念
坊
」

と
い
っ
た
よ
う
な
、
社
殿
僧
坊
を
連
想
さ
せ
る
語
句
が
残
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
太
郎
坊
宮
が
神
仏
習
合
思
想
の
最
中
に
あ
っ
た
証
で

あ
る
と
と
も
に
、
大
い
に
栄
え
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
。 

         

太
郎
坊
宮
参
道
入
口 

 

成
願
寺
を
経
て
太
郎
坊
宮
に
至
る
参

道
の
入
口
。 

付
近
に
は
か
つ
て
五
〇
余
り
の
建
物

が
立
ち
並
ん
で
栄
え
た
が
、
戦
国
時
代
に

兵
火
に
か
か
っ
て
衰
え
た
と
い
う
。
残
さ

れ
た
地
名
か
ら
類
推
す
る
と
、
か
な
り
規

模
の
大
き
い
社
寺
一
体
の
聖
地
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。 

成
願
寺
は
江
戸
時
代
に
再
興
さ
れ
、
諸

願
成
就
の
祈
願
所
と
し
て
再
び
信
仰
を

集
め
た
。
現
在
は
わ
ず
か
に
石
垣
坊
と
行

万
坊
を
残
す
の
み
で
あ
る
。 

 



こ
の
神
仏
習
合
思
想
は
日
本
の
神
々
と
外
来
の
仏
教
と
を
調
和
、

融
合
さ
せ
た
思
想
で
、
奈
良
時
代
頃
か
ら
明
治
時
代
ま
で
の
約
千
年

に
亘
っ
て
続
い
た
。
各
地
で
神
社
に
仏
像
を
安
置
し
た
り
、
神
前
で

読
経
を
し
た
り
、
神
事
に
僧
侶
が
携
わ
っ
た
り
し
た
。
太
郎
坊
宮
も

こ
の
神
仏
習
合
が
盛
ん
で
あ
り
、
山
麓
の
成
願
寺
が
太
郎
坊
宮
を
管

理
す
る
な
ど
、
深
い
繋
が
り
を
有
し
て
い
た
。 

仏
教
の
影
響
は
太
郎
坊
宮
の
御
神 し

ん

紋 も
ん

と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る

輪
宝
紋

り
ん
ぼ
う
も
ん

か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
輪
宝
紋
と
は
、
古
代
イ
ン
ド

の
武
器
で
あ
る
輪
宝
を
模
し
た
文
様
で
あ
る
。
仏
の
説
法
が
心
の
煩

悩
を
破
る
こ
と
の
例
え
か
ら
、
仏
教
の
象
徴
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
輪
宝
が
紋
様
と
し
て
広
ま
っ
た
の
は
平
安
時
代
頃
と
い
わ
れ
、

太
郎
坊
宮
の
御
神
紋
の
他
に
も
多
く
の
種
類
が
あ
る
。 

太
郎
坊
宮
は
、
こ
れ
ら
神
仏
習
合
思
想
に
加
え
て
修
験

し
ゅ
げ
ん

信
仰

し
ん
こ
う

を
も

御
神
紋 

 

神
社
を
象
徴
す
る
紋
。
太
郎
坊
宮
の

御
神
紋
は
、
外
輪
に
八
鋒
を
備
え

た
八
鋒
輪
。 

 



交
え
た
た
め
に
、
他
の
神
社
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
独
特
の
信

仰
を
形
作
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

修
験
信
仰
は
、
原
初
の
山
岳
信
仰
を
基
と
し
、
仏
教
や
道
教
、

陰
陽
道

お
ん
み
ょ
う
ど
う

な
ど
の
諸
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
民
俗
宗
教
で
あ

る
。
修
験
の
名
は
、
山
中
で
の
修
行
を
通
じ
て
験
力
を
得
る
こ
と
に

由
来
す
る
。
古
く
は
山
臥

さ

ん

が

と
い
い
、
一
般
的
に
は
山
伏

や
ま
ぶ
し

と
称
さ
れ
た

他
、
山 や

ま

の

聖
ひ
じ
り

や
験 げ

ん

者 じ
ゃ

、
行
者

じ
ょ
う
じ
ゃ

と
い
っ

た
呼
称
も
あ
る
。

い
ず
れ
も
山
に
籠

っ
て
修
行
し
、
神

通
力
を
得
た
者
を

指
す
語
で
あ
る
。 

山
伏 

 

山
に
伏
し
て
修
行
す
る
者
の
意
味
。
山

伏
の
装
束
や
持
ち
物
に
は
法
理
に
基
づ

い
た
決
ま
り
が
あ
り
、
下
の
写
真
に
あ
る

よ
う
に
、
鈴
懸

す
ず
か
け

と
呼
ば
れ
る
衣
や
結
袈
裟

ゆ

い

げ

さ

を
身
に
つ
け
、
頭
に
は
頭
巾

と
き
ん

と
呼
ば
れ
る

多
角
形
の
冠
を
被
る
。そ
の
他
に
も
引
敷

ひ
っ
し
き

と
呼
ば
れ
る
革
製
の
敷
物
を
腰
に
付
け

た
り
、
貝
の
緒
と
い
う
綱
を
つ
け
た
り
す

る
。
ま
た
、
足
は
草
履
履
き
で
あ
る
。 

 

手
に
す
る
法
螺
貝

ほ

ら

が

い

は
獅
子
の
咆
哮
に

似
た
音
色
が
響
く
こ
と
か
ら
仏
の
説
法

に
も
例
え
ら
れ
、
悪
魔
を
降
伏
さ
せ
る
と

い
う
。 

 



修
験
道
の
起
源
は
役

行

者

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

に
よ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
古
く
か
ら
日

本
人
に
は
山
岳
を
神
聖
地
あ
る
い
は
別
世
界
と
す
る
観
念
が
あ
り
、

そ
の
中
で
修
行
を
志
す
修
行
者
が
増
加
、
平
安
時
代
の
山
岳
仏
教
の

隆
盛
に
よ
っ
て
次
第
に
体
系
化
し
た
と
さ
れ
る
。
平
安
時
代
末
期
に

は
各
地
の
霊
山
が
修
行
者
の
道
場
と
な
っ
た
が
、
こ
の
赤
神
山
で
も

修
行
を
積
む
山
伏
が
多
く
現
れ
た
。

山
中
で
厳
し
い
修
行
を
積
む
山
伏

の
姿
は
、
い
つ
し
か
伝
説
の
「
太

郎
坊
天
狗
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、

現
在
に
語
り
継
が
れ
て
い
る
。 

大
い
な
る
御
神
徳
を
授
か
る
霊

場
と
し
て
栄
え
た
太
郎
坊
宮
だ
が
、
戦
国
時
代
に
至
っ
て
大
き
な
転

換
期
が
訪
れ
る
。
織
田
信
長
に
よ
る
近
江
侵
攻
で
あ
る
。 

役
行
者 

 

奈
良
時
代
頃
の
山
岳
修
行
者
で
、
修
験

道
の
祖
と
仰
が
れ
る
。
役
小
角

え
ん
の
お
づ
ぬ

と
も
。

鬼
神
を
配
下
に
し
た
等
、
多
く
の
伝
説
が

残
る
。
太
郎
坊
宮
の
境
内
に
も
役
行
者
の

尊
像
が
祀
ら
れ
て
い
る
。 

 

  

太
郎
坊
天
狗
面
扁
額 

 

木
製
の
天
狗
面
。
太
郎
坊
宮
を
守
る
太

郎
坊
天
狗
を
象
っ
た
面
。
大
正
六
年
の
銘

が
あ
る
。 



永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
、
足
利
将
軍
家
嫡
流
の
足
利

あ
し
か
が

義 よ
し

昭 あ
き

を
奉

じ
た
織
田
信
長
は
上
洛
を
意
図
し
て
軍
を
動
か
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、

近
江
南
部
を
領
有
し
た
佐
々
木

さ

さ

き

氏
（
六
角

ろ
っ
か
く

氏
）
は
抵
抗
の
動
き
を
見

せ
、
戦
と
な
っ
た
。
佐
々
木
氏
の
厚
い
庇
護
を
受
け
て
栄
え
て
き
た

太
郎
坊
宮
と
麓
の
寺
院
も
、
当
然
な
が
ら
戦
禍
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。 

中
世
来
、
太
郎
坊
宮
の
鎮
座
す
る
地
域
一
帯
を
支
配
し
た
の
は
、

佐
々
木
氏
と
い
う
一
族
で
あ
る
。
こ
の
一
族
は
宇
多
天
皇
の
孫
が
承

平
六
年
（
九
三
六
）
に
源
朝
臣

あ

そ

ん

の
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
降
下

し
ん
せ
き
こ
う
か

し
、
そ
の

孫
・
成
頼
が
近
江
国
に
下
向
、
更
に
そ
の
孫
の
経
方
の
代
に
な
っ
て

佐
々
木
荘
の
下
司
と
し
て
佐
々
木
氏
を
名
乗
り
、
太
郎
坊
宮
の
麓
の

小
脇
館

お
わ
き
や
か
た

に
拠
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
と
い
う
。
佐
々
木
一
族
が
拠
点
と

し
た
小
脇
館
跡
は
、
現
在
で
も
太
郎
坊
宮
の
氏
子
地
域
に
該
当
す
る
。 

織
田
信
長
（
一
五
三
四
～ 一

五
八
二
） 

戦
国
時
代
の
武
将
。
武
勇
に
優
れ
、
諸

勢
力
を
下
し
て
天
下
統
一
に
迫
っ
た
。
社

寺
で
あ
っ
て
も
敵
対
す
る
勢
力
に
は
容

赦
な
く
攻
撃
を
加
え
、
延
暦
寺
焼
き
討
ち

や
本
願
寺

ほ
ん
が
ん
じ

包
囲
戦
等
を
行
っ
た
。 

 

六
角
氏 

 

佐
々
木
氏
の
嫡
流
。
室
町
時
代
に
は
足

利
将
軍
家
に
抗
う
な
ど
、
強
い
力
を
有
し

た
。 

 

臣
籍
降
下 

 

皇
族
の
身
分
を
離
れ
、
臣
下
と
な
る
こ

と
。 

 



こ
の
小
脇
館
に
関
す
る
調
査

で
は
、
方
二
町
（
約
二
二
〇
メ

ー
ト
ル
）
を
超
え
る
規
模
の
館

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

同
時
代
の
鎌
倉
武
士
達
の
館
と

比
較
す
る
と
大
規
模
の
部
類
だ

と
い
う
。『
吾
妻
鏡

あ
づ
ま
か
が
み

』
に
、
こ
の

小
脇
館
に
宿
泊
し
た
将
軍
一
行

が
大
層
ご
満
悦
だ
っ
た
と
の
一

文
も
記
さ
れ
て
い
る
。
小
脇
館

に
拠
っ
た
佐
々
木
氏
は
小
脇
郷

の
開
発
に
意
欲
的
に
取
り
組
み
、

今
な
お
当
地
を
流
れ
る
筏
川
の

吾
妻
鏡 

 

鎌
倉
幕
府
の
事
跡
を
記
し
た
も
の
。
十

三
世
紀
～
十
四
世
紀
頃
の
成
立
。 

 

小
脇
館 

 

佐
々
木
氏
が
代
々
本
拠
と
し
た
館
で
、

写
真
中
央
の
小
脇
集
落
付
近
に
あ
っ
た

と
類
推
さ
れ
る
。
現
在
で
も
居
館
を
連
想

さ
せ
る
「
蓬
莱
門

ほ
う
ら
い
も
ん

」「
岡
門

お
か
も
ん

」
と
い
っ
た

地
名
が
残
る
。
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）

に
は
源
頼
朝
が
滞
在
し
、
嘉
禎
四
年
（
一

二
三
八
）
に
は
四
代
将
軍
の
頼
経
が
滞
在

し
た
と
い
う
。
右
方
突
端
の
山
は
太
郎
坊

宮
が
建
つ
赤
神
山
。
左
方
に
は
小
脇
山
城

が
あ
っ
た
。 



開
削
あ
る
い
は
拡
張
に
努
め
て
農
業
を
奨
励
し
、
力
を
蓄
え
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
当
時
の
武
士
は
日
常
生
活
を
営
む
館
の
背
後
に
、
い
ざ
と

い
う
時
に
城
と
な
る
山
を
背
負
う
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
佐
々
木

氏
が
住
拠
点
と
し
た
小
脇
館
の
背
後
に
は
太
郎
坊
宮
が
鎮
ま
る
山
系

が
続
い
て
お
り
、
山
中
に
は
城
址
が
残
さ
れ
て
い
る
。
織
田
信
長
の

近
江
侵
攻
当
時
、
佐
々
木
氏
の
拠
点
は
既
に
近
隣
の
観
音
寺
城

か
ん
の
ん
じ
じ
ょ
う

に
移

っ
て
お
り
、
尚
且
つ
周
辺
で
大
き
な
戦
ら
し
い
戦
は
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
兵
火
は
大
き
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
。
五
十
余
り
と
い
わ
れ

た
社
殿
僧
坊
は
ほ
と
ん
ど
破
壊
さ
れ
、
伝
来
の
古
文
書
や
宝
物
も
全

て
灰
燼
に
帰
し
た
と
い
わ
れ
る
。 

そ
の
後
、
麓
の
成
願
寺
は
江
戸
時
代
初
期
の
寛
永
十
七
年
（
一
六

四
〇
）
に
入
り
、
よ
う
や
く
本
堂
や
鐘
楼
を
再
建
し
て
い
る
。
こ
の

織
田
信
長
の
近
江
侵
攻 

 

足
利
将
軍
家
の
嫡
流
を
奉
じ
、
大
義
名

分
を
得
た
織
田
信
長
は
近
江
に
侵
攻
を

開
始
す
る
。
佐
々
木
氏
当
主
家
の

六
角
義
賢

ろ
っ
か
く
よ
し
か
た

と
義よ

し

治は
る

親
子
は
こ
れ
を
迎

え
撃
つ
が
、
家
臣
の
離
反
が
相
次
ぎ
、
程

無
く
し
て
敗
退
す
る
。
こ
の
時
、
太
郎
坊

宮
を
含
む
寺
院
も
兵
火
を
蒙
り
、
多
く
の

被
害
を
出
し
た
と
い
う
。 



復
興
は
各
地
の
信
徒
に
よ
る
手

助
け
で
な
さ
れ
た
と
い
う
。 

し
か
し
、
今
度
は
赤
神
山
一

帯
へ
の
入
相

い
り
あ
い

に
つ
い
て
、
寺
と

村
人
と
の
間
で
争
い
が
起
き
る
。

延
宝
年
間
（
一
六
七
三
～
一
六

八
一
）
に
始
ま
っ
た
訴
訟
は
以

降
七
〇
余
年
に
及
び
、
最
終
的

に
村
人
の
勝
訴
と
な
っ
て
幕
を

閉
じ
る
。 

こ
の
訴
訟
の
後
、
太
郎
坊
宮

の
護
持
も
社
僧
の
手
を
一
部
離

れ
、
氏
子
各
村
が
神
主
を
年
替

入
相 

 

一
定
地
域
の
住
民
が
特
定
の
権
利
を

も
っ
て
決
め
ら
れ
た
範
囲
の
森
林
に
入

り
、
木
材
や
薪
等
を
採
集
す
る
こ
と
。 

 

赤
神
山
を
巡
る
僧
侶
と
村
人
の
争
い

は
一
向
に
決
着
が
付
か
ず
、
大
い
に
紛
糾

し
た
。
最
終
的
に
訴
訟
で
敗
れ
た
寺
の
僧

侶
は
、
宝
物
類
を
始
め
と
す
る
文
物
一
切

を
持
ち
去
っ
た
と
い
う
。 



り
で
出
し
て
務
め
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
番
神
主
の

制
度
は
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
続
き
、
日
々
の
神
事
や
祭
礼
を
執
り

行
っ
た
。 

江
戸
時
代
中
頃
に
成
立
し
た
『
近
江

お

う

み

温
故
録

お

ん

こ

ろ

く

』
は
、
太
郎
坊
宮
に

つ
い
て
「
古
来
よ
り
祈
祷
の
神
お
ろ
し
に
唱
る
に
近
江
の
国
に
は
禅

鬼
一
党
光
林
坊
と
申
は
此
寺
也
と
云 

南
の
峯
に
大
岩
両
方
に

峙
そ
ば
だ

ち

て
峨
々

が

が

た
り 

こ
れ
天
狗
の
居
る
処
に
て
人
倫
の
通
路
な
し
」
と
し
、

麓
の
寺
院
と
一
体
で
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
大
岩
」
が
、
現

在
の
夫
婦
岩
で
あ
り
、
天
狗
の
い
る
と
こ
ろ
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が

興
味
深
い
。
更
に
は
「
杉
谷
善
住
坊

す
ぎ
た
に
ぜ
ん
じ
ゅ
う
ぼ
う

三
木
大
学
両
人
を
大
将
に
て
鉄
炮

て
っ
ぽ
う

鍛
練
の
者
五
十
人
撰
勝

よ
り
す
ぐ

り
彼
魔
所
の
大
岩
の
峙
つ
二
つ
の
間
を
城
の

如
く
し
て
忍
て
篭
る
由
也
」
と
の
記
載
も
あ
る
。
杉
谷
善
住
坊
と
は
、

織
田
信
長
を
狙
撃
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
僧
侶
で
あ
る
。 

神
主 

 

神
社
に
仕
え
る
人
の
こ
と
。
神
職
。 

 

近
江
温
故
録 

江
戸
時
代
中
頃
に
成
立
し
た
地
誌
。
現

在
の
滋
賀
県
に
関
す
る
事
柄
が
詳
細
に

記
さ
れ
る
。 

 
 杉

谷
善
住
坊
（
？
～
一
五
七
三
） 

鉄
砲
の
名
手
と
し
て
知
ら
れ
る
僧
侶
。

織
田
信
長
に
敵
対
し
て
敗
れ
た
六
角
氏

の
依
頼
に
よ
り
、
信
長
の
狙
撃
を
試
み
た

と
い
わ
れ
る
。 



ま
た
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
成
立
の
『
近
江
国
輿
地
志
略

お
う
み

の
く

に
よ
ち

し
り

ゃ
く

』

は
「
峰
は
金
剛
胎
藏

こ
ん
ご
う
た
い
ぞ
う

の
曼
荼
羅
。
中
央
は
不
動
明
王
の
垂
迹
。
悪
魔

降
伏
の
太
郎
坊
。
此
処
に
十
丈

許
ば
か
り

の
妙
岩
二
行
に
立
。
是
則
ア
ー
ク
、

バ
ン
の
二
字
を
表
す
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
赤
神
山
を
指
し
て

諸
尊
の
悟
り
の

世
界
を
象
徴
す

る
と
し
た
り
、

夫
婦
岩
を
胎 た

い

蔵 ぞ
う

界 か
い

と
金
剛
界

こ
ん
ご
う
か
い

に

な
ぞ
ら
え
た
り

し
た
も
の
で
、

仏
教
や
密
教
の

影
響
が
垣
間
見
え
る
。 

近
江
国
輿
地
志
略 

 

江
戸
時
代
中
頃
に
成
立
し
た
地
誌
。
近

江
温
故
録
を
踏
ま
え
た
記
述
が
み
ら
れ

る
。 

 

ア
ー
ク 

 

胎
蔵
界
の
大
日
如
来
を
表
す
と
さ
れ

る
梵
字
。

の
字
形
を
用
い
る
。 

 

バ
ン 

 

金
剛
界
の
大
日
如
来
を
表
す
と
さ
れ

る
梵
字
。

の
字
形
を
用
い
る
。 

  

 
 

 
 

 



更
に
は
、
現
在
、
成
願
寺
が
所
蔵
す
る
「
木
造
太
郎
坊
権
現
立
像
」

も
、
当
時
の
太
郎
坊
信
仰
を
知
る
う
え
で
欠
く
事
が
で
き
な
い
。
こ

れ
は
行
者
姿
の
木
像
で
双
翼
を
背
に
し
、
岩
座
上
に
立
つ
姿
の
も
の

で
、
江
戸
中
期
以
前
の
も
の
と
さ
れ
る
。
赤
神
山
を
巡
る
争
い
に
敗

れ
た
寺
僧
が
、
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

太
郎
坊
権
現
立
像 

 

江
戸
時
代
時
代
中
頃
以
前
に
制
作
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
像
。
修
験
者
を
模
し
た

姿
で
、
火
焔
を
象
っ
た
光
背

こ
う
は
い

が
あ
る
。
右

手
に
は
剣
を
持
ち
、
左
手
に
は
索さ

く

と
呼
ば

れ
る
大
縄
を
持
つ
。
彩
色
が
施
さ
れ
た
上

に
金
泥
文
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
厨
子

入
。
成
願
寺
本
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。 



近
代‐

太
郎
坊
宮
の
い
ま‐

 

 

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
、
明
治
維
新
が
成
る
と
、
こ
の
太
郎
坊
宮

に
も
影
響
が
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。 

そ
の
中
で
最
た
る
も
の
が
『
神
仏

し
ん
ぶ
つ

判
然
令

は
ん
ぜ
ん
れ
い

』
で
あ
る
。
奈
良
時
代

に
端
を
発
す
る
と
い
わ
れ
る
神
仏
習
合
は
、
神
と
仏
を
同
一
視
す
る

思
想
で
、
日
本
人
の
中
に
深
く
浸
透
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
神
社
内

に
寺
を
設
け
る
、
神
前
で
読
経
を
行
う
、
神
々
に
仏
教
的
な
神
号
を

奉
る
と
い
っ
た
も
の
が
例
示
さ
れ
る
。
世
に
「
神
仏
分
離
」
と
言
わ

れ
る
一
連
の
指
示
は
、
神
社
に
仏
教
風
の
名
称
を
使
用
す
る
こ
と
を

禁
じ
、
仏
教
的
な
神
号
を
廃
し
、
神
社
内
の
仏
像
、
経
典
な
ど
の
廃

棄
を
求
め
た
。 

こ
れ
ら
は
江
戸
時
代
に
「
太
郎
坊
宮
」
「
太
郎
坊
権
現
」
と
し
て
栄

明
治
維
新 

 

江
戸
幕
府
が
倒
れ
、
近
代
日
本
を
創
始

す
る
こ
と
に
な
っ
た
社
会
的
変
化
。 

 

神
仏
判
然
の
令 

 

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
明
治
政
府

が
布
告
し
た
政
策
。
神
道
と
仏
教
を
分
離

さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
、
神
社

内
に
あ
っ
た
仏
堂
や
鐘
楼
が
破
壊
さ
れ
、

神
社
に
携
わ
る
僧
侶
に
は
還
俗
し
て
僧

侶
を
辞
め
る
こ
と
を
迫
っ
た
。 

 

神
号 

 

神
の
称
号
。
神
仏
分
離
に
よ
っ
て
権
現

や
菩
薩
と
い
っ
た
神
号
は
禁
止
さ
れ
た
。  

 
 

 
 

 



え
た
太
郎
坊
宮
に
も
及
ぶ
と
こ
ろ
と
な
り
、
神
社
名
の
変
更
が
な
さ

れ
た
。
『
近
江
蒲
生
郡
志
』
に
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
を
も
っ

て
阿
賀
神
社
に
改
称
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
村
人
の
交
代

で
勤
め
ら
れ
て
い
た
当
番
神
主
の
制
を
改
め
、
専
従
の
神
主
で
あ
る

社
掌
を
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
明
治
初
年
に
は
『
修
験
道
廃

止
令
』
が
出
さ
れ
、
国
に
よ
っ
て
修
験
行
法
が
禁
じ
ら
れ
た
。 

明
治
維
新
は
、
人
々
の
生
活
に
も
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
。
衣

食
住
は
当
然
な
が
ら
、
各
地
に
設
け
ら
れ
て
い
た
関
所
が
な
く
な
っ

て
移
動
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
、
交
通
の
便
が
次
第
に
発
達
し
た
。
交

通
の
発
達
に
よ
っ
て
旅
行
も
容
易
と
な
り
、
各
地
の
社
寺
仏
閣
へ
の

参
拝
旅
行
が
全
国
規
模
で
増
加
し
た
。
こ
う
し
た
旅
行
客
に
向
け
た

広
告
或
い
は
土
産
物
と
し
て
、
各
地
で
版
画
や
図
画
が
多
数
刊
行
さ

れ
る
。
太
郎
坊
宮
で
も
、
境
内
を
描
い
た
版
画
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。 

修
験
道
廃
止
令 

 

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
政
府
は
修

験
道
を
禁
止
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
修
験

道
に
ま
つ
わ
る
法
具
や
経
典
の
多
く
が

破
却
さ
れ
た
。 

 

関
所 

 

交
通
の
要
所
に
設
置
さ
れ
、
通
行
人
や

物
品
を
監
視
し
、
税
を
集
め
た
所
。 

 

 
 

 
 

 



             



         

    



 

明
治
三
十
三
年
に
発
行
さ
れ
た
こ
の
版
画
に
は
、
当
時
の
太
郎
坊

宮
の
境
内
が
細
か
く
描
か
れ
て
い
る
。
山
上
辺
り
に
記
さ
れ
た
「
御

本
社
」
を
始
め
、
「
女
夫
岩
」
「
十
二
社
」
「
イ
ナ
リ
」
「
ハ
イ
デ
ン
」

と
い
っ
た
社
殿
等
が
見
受
け
ら
れ
る
。
当
然
な
が
ら
現
在
の
境
内
と

比
べ
る
と
幾
つ
か
異
同
が
あ
り
、
こ
の
版
画
の
制
作
よ
り
後
に
建
築

さ
れ
る
永
安

え
い
あ
ん

殿 で
ん

（
旧
社
務
所
）
、
長
楽
殿

ち
ょ
う
ら
く
で
ん

（
講
堂
）
、
参
集
殿

さ
ん
し
ゅ
う
で
ん

と
い
っ

た
建
物
群
は
見
ら
れ
な
い
。
永
安
殿
を
始
め
と
す
る
建
物
群
は
明
治

時
代
末
期
か
ら
昭
和
時
代
に
か
け
て
建
造
さ
れ
た
も
の
で
、
増
加
す

る
参
拝
者
に
対
応
す
る
た
め
、
各
方
面
の
奉
賛
を
得
て
建
て
ら
れ
た

社
殿
で
あ
る
。 

一
方
で
、
版
画
に
記
さ
れ
る
が
現
存
し
な
い
社
殿
も
あ
る
。
図
版

中
央
上
に
描
か
れ
る
「
コ
モ
リ
ド
」
な
ど
は
そ
の
一
例
で
、
か
つ
て

は
信
者
が
籠
っ
て
祈
願
し
た
社
殿
が
あ
っ
た
と
い
う
。
大
祭
前
夜
に

御
本
社

ご
ほ
ん
し
ゃ 

 

主
た
る
神
社
を
い
い
、
こ
の
場
合
は
太

郎
坊
宮
の
本
殿
を
指
す
。 

 

女
夫
岩 

 

夫
婦
岩
の
こ
と
。 

 

十
二
社

じ
ゅ
う
に
し
ゃ 

 

太
郎
坊
宮
の
境
内
に
建
つ
十
二
社
神

社
の
こ
と
。 

 

イ
ナ
リ 

 

太
郎
坊
宮
の
境
内
に
建
つ
赤
神
山
稲

荷
神
社
の
こ
と
。 

 

ハ
イ
デ
ン 

 

拝
殿
の
こ
と
。 



は
多
く
の
崇
敬
者
が
集
っ
た
た
め
、
か
な
り
狭
小
で
あ
っ
た
と
い
う
。

な
お
、
参
道
の
石
階
段
は
従
来
切
り
出
し
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
明

治
時
代
中
期
以
降
に
順
次
敷
き
直
さ
れ
た
。 

当
時
、
太
郎
坊
宮
へ
参
詣
す
る
人
々
が
使
用
し
た
街
道
に
「
阿
賀

社
道
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
道
は
御
代

ご

だ

い

参 さ
ん

街
道

か
い
ど
う

か
ら
分
岐
し
た
も
の
で
、

明
治
中
頃
に
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
る
ま
で
は
参
拝
者
で
大
い
に
賑
わ
っ

た
。
今
で
は
土
地
改
良
事
業
等
に
よ
っ
て
阿
賀
社
道
の
道
筋
を
辿
る

こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
が
、
道
案
内
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
道
標
が

幾
つ
か
現
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
道
標
は
石
造
で
、
銘
文
に
は
「
阿

賀
社
道
」
や
「
太
郎

坊
道
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
往
時
を
偲
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。 

阿
賀
社
道 

 

阿
賀
神
社
（
太
郎
坊
宮
）
へ
参
拝
す
る

た
め
の
道
の
こ
と
。 

 

 

御
代
参
街
道 

 

仙
洞
御
所
（
上
皇
の
御
所
）
の
代
理
で
、

伊
勢
神
宮
と
多
賀
大
社
に
参
拝
す
る
使

者
が
通
っ
た
街
道
。
東
海
道
土
山
宿
と
中

山
道
愛
知
川
宿
を
繋
い
だ
道
。
商
人
が
通

る
市
の
道
と
し
て
も
賑
わ
っ
た
。 

 

道
標 

 

下
写
真
は
昭
和
五
年
に
建
立
さ
れ
た

も
の
。「
八
日
市
飛
行
場 

太
郎
坊 

多

賀
」
と
い
っ
た
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

 



ま
た
、
太
郎
坊
宮
を
信

仰
す
る
方
々
で
結
成
さ

れ
た
太 た

郎 ろ
う

坊 ぼ
う

宮 ぐ
う

敬 け
い

神 し
ん

講 こ
う

社 し
ゃ

の
原
型
も
、
明
治
時
代

に
で
き
た
と
い
う
。
こ
の

頃
「
赤
明
講

せ
き
め
い
こ
う

」
と
称
す
る

崇
敬
者
の
団
体
が
あ
り
、

こ
の
赤
明
講
の
人
々
に

よ
っ
て
太
郎
坊
宮
の
神

様
の
御
神
徳
が
宣
揚
さ

れ
、
更
に
多
く
の
崇
敬
者

が
集
っ
た
。 

さ
て
、
阿
賀
社
道
と
と

敬
神
講
社 

太
郎
坊
宮
を
敬
う
人
々
で
結
成
さ
れ

た
団
体
。
太
郎
坊
宮
崇
敬
者
の
団
体
と
し

て
は
最
大
規
模
の
も
の
で
、
滋
賀
県
内
外

に
支
部
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。 

 

赤
明
講 

 

敬
神
講
社
の
母
体
の
一
つ
。
蒲
生
郡
の

武
久
隆
佑
氏
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
さ

れ
た
。
起
業
者
と
し
て
活
躍
す
る
一
方
、

全
国
に
太
郎
坊
宮
の
ご
神
徳
を
広
め
、
崇

敬
者
を
増
や
し
た
。
大
正
十
二
年
に
建
立

さ
れ
た
顕
彰
碑
が
山
麓
に
残
る
。 

 



も
に
参
拝
者
が
用
い
た
も
の
に
、
鉄
道
が
あ
る
。
日
本
で
は
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
に
鉄
道
が
開
業
し
て
以
降
、
各
地
に
敷
設
さ
れ
て

い
っ
た
。
明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
に
は
太
郎
坊
宮
の
最
寄
り

駅
と
な
る
「
太
郎
坊
駅
」
が
設
置
さ
れ
、
参
拝
者
の
利
便
も
向
上
し

た
。
年
末
年
始
や
太
郎
坊
宮
の
祭
礼
日
に
は
臨
時
列
車
の
運
行
も
あ

っ
た
と
い
う
。
中
に
は
一
月
一
日
午
前
一
時
に
太
郎
坊
駅
発
、
一
時

二
十
分
に
近
江
八
幡
駅
着
と
い
う
深
夜
便
も
存
在
し
た
。 

ま
た
、
太
郎
坊
宮
を
参
拝
す
る
崇
敬
者
に
限
っ
て
使
用
が
許
さ
れ

た
乗
車
割
引
券
も
あ
っ
た
と
い
う
。
次
の
写
真
は
、
敬
神
講
社
の
会

員
に
配
布
さ
れ
た
割
引
券
の
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
滋
賀
県

彦
根
市
内
に
設
け
ら
れ
た
彦
根
支
部
が
発
行
し
た
も
の
で
、
五
月
十

二
日
に
敬
神
講
の
春
の
祭
典
を
行
う
こ
と
、
本
券
と
引
き
換
え
で
割

引
運
賃
と
な
る
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

鉄
道 

 

太
郎
坊
駅
を
運
営
し
た
の
は
私
営
の

湖
南

こ
な
ん

鉄
道

て
つ
ど
う

で
あ
っ
た
。湖
南
鉄
道
は
大
正

二
年
（
一
九
一
三
）
十
二
月
二
十
九
日
に

開
業
し
た
私
営
鉄
道
で
、
太
郎
坊
駅
も
同

時
に
設
置
さ
れ
た
。
湖
南
鉄
道
は
合
併
分

離
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
、
八
日
市
鉄

道
、
後
に
近
江
鉄
道
と
な
っ
た
。
戦
時
中

は
軍
需
物
資
の
輸
送
な
ど
も
担
っ
た
。 

 

近
江
八
幡
駅 

 

滋
賀
県
近
江
八
幡
市
に
あ
る
駅
。
現
在

は
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
近
江
八
幡
駅
と
同
一

地
点
に
あ
る
が
、
か
つ
て
は
場
所
が
異
な

っ
た
。
ま
た
、
駅
名
も
新
八
幡
駅
と
い
っ

た
。 



太
郎
坊
駅
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
年
月
が
経
つ
と
、
今
度
は
増
加
し

続
け
る
参
拝
者
に
対
し
て
既
存
の
駅
舎
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
と
い

う
問
題
が
生
じ
た
。
そ
の
た
め
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
太

割
引
切
符
引
換
券 

 

昭
和
四
年
、
敬
神
講
彦
根
支
部
が
発
行

し
た
も
の
。
官
製
は
が
き
の
規
格
で
、
彦

根
支
部
の
会
員
向
け
に
配
布
さ
れ
た
。 

 



郎
坊
駅
を
運
営
す
る
鉄
道
会
社
に
対
し
、
太
郎
坊
宮
の
役
員
連
名
で

駅
舎
改
築
の
依
頼
を
行
っ
て
い
る
。
改
築
工
事
は
翌
年
一
月
に
は
ほ

ぼ
完
成
と
な
り
、
駅
員
も
配
置
さ
れ
た
。 

大
正
時
代
は
太
郎
坊
宮
の
敬
神
講
社
が
正
式
に
神
社
付
属
の
団
体

と
し
て
設
立
さ
れ
た
時
代
で
も
あ
る
。
ま
た
、
大
正
十
三
年
（
一
九

二
四
）
に
は
本
殿
の
増
改
築
も
実
施
さ
れ
、
境
内
の
施
設
も
更
に
充

足
し
た
時
代
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
に
『
沿
線
御

案
内 
八
日
市
鉄
道
』
と
題

さ
れ
た
冊
子
が
あ
る
。
表
紙

の
絵
に
は
、
数
多
の
飛
行
機

と
共
に
赤
神
山
が
描
か
れ
て

い
る
。 

沿
線
御
案
内 

 

発
行
者
は
八
日
市
鉄
道
。
表
紙
に
は
赤

神
山
の
山
肌
に
建
つ
太
郎
坊
宮
と
、
飛
行

機
数
機
が
描
か
れ
て
い
る
。 

誌
面
に
は
太
郎
坊
宮
が
特
に
念
入
り

に
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
沿
線
の
重
要
な

観
光
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。 

駅
舎
名
称
等
か
ら
、
昭
和
五
年
（
一
九

三
〇
）
頃
に
作
図
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 



 
  

           



             

 

こ
の
絵
図
に
は
、
境
内
施
設
も
丹
念
に

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

山
上
に
「
阿
賀
神
社
本
殿
」
と
あ
る
ほ

か
「
楽が

く

殿で
ん

（
神
楽
殿
）」、「
社
務
所
（
旧

社
務
所
。
永
安
殿
）」、「
絵
馬
堂
（
絵
馬

殿
）」
の
名
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
に
も

本
殿
前
の
舞
台
や
、
境
内
の
諸
社
も
描
か

れ
て
い
る
。
太
郎
坊
宮
山
麓
の
寺
院
は

「
太
郎
坊
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

周
辺
の
名
所
も
記
さ
れ
て
お
り
、「
瓦

屋
寺
」、「
観
音
寺
（
観
音
正
寺
）」、
沖
ノ

原
飛
行
場
」
等
の
名
が
あ
る
。 



当
時
、
太
郎
坊
宮
の
近
く
に
は
八
日
市
飛
行
場
が
あ
っ
た
。
民
間

飛
行
場
か
ら
出
発
し
た
八
日
市

飛
行
場
は
後
に
陸
軍
飛
行
場
と

な
り
、
大
正
十
一
年
（
一
九
二

二
）
に
陸
軍
航
空
第
三
大
隊
の

開
隊
式
を
迎
え
て
い
る
。 

こ
の
八
日
市
鉄
道
沿
線
の
観

光
名
所
と
言
え
ば
太
郎
坊
宮
と

八
日
市
飛
行
場
で
あ
っ
た
と
い

い
、
冊
子
に
は
大
正
時
代
末
期

か
ら
昭
和
時
代
初
期
の
太
郎
坊

宮
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。 

陸
軍
飛
行
場
が
あ
っ
た
頃
は

八
日
市
飛
行
場 

 

現
在
の
滋
賀
県
東
近
江
に
あ
っ
た
飛

行
場
。
日
本
初
の
民
間
飛
行
場
と
し
て
出

発
し
た
が
、
紆
余
曲
折
を
経
て
陸
軍
の
航

空
隊
を
誘
致
。
往
時
は
日
本
一
の
広
さ
を

誇
る
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
、
広
大
な
飛
行
場

と
な
っ
た
。
航
空
部
隊
と
陸
軍
飛
行
場
の

存
在
は
近
隣
住
民
の
誇
り
で
あ
っ
た
と

い
う
。
昭
和
十
八
年
（
一
九
四
三
）
に
は

拡
張
工
事
が
行
わ
れ
た
。 

敗
戦
後
、
飛
行
場
は
廃
止
さ
れ
て
住
宅

地
や
農
地
、
工
業
用
地
に
な
っ
た
。 



毎
年
四
月
三
日
に
飛
行
場
ま
つ
り
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
日
は

飛
行
場
が
解
放
さ
れ
た
。
航
空
隊
員
に
よ
る
仮
装
行
列
が
出
た
り
、

伝
統
行
事
の
大
凧

お
お
だ
こ

揚
げ
が
あ
っ
た
り
し
て
大
い
に
賑
わ
っ
た
。
八
日

市
飛
行
場
で
の
軍
務
に
従
事
す
る
人
々
は
多
く
、
太
郎
坊
宮
は
そ
う

し
た
人
々
に
と
っ
て
の
憩
い
の
場
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。 

そ
し
て
未
曽
有
の
国
難
と
な
っ
た
戦
争
の
影
響
は
各
方
面
に
及
ん

だ
。
太
郎
坊
宮
で
は
宝
刀
宝
剣
の
供
出
が
あ
り
、
僅
か
に
残
さ
れ
た

も
の
も
戦
後
の
占
領
政
策
で
破
壊
さ
れ
た
。
ま
た
戦
争
最
末
期
に
は

太
郎
坊
駅
の
駅
舎
業
務
も
休
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
戦
後
の
昭
和

二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
入
っ
て
再
開
さ
れ
た
。
な
お
、
駅
舎
は

そ
の
後
も
修
理
改
築
な
ど
を
経
て
、
平
成
十
年
（
一
九
九
八
）
に
駅

名
が
「
太
郎
坊
宮
前
駅
」
へ
と
改
称
さ
れ
て
い
る
。 

戦
後
は
人
心
の
荒
廃
も
叫
ば
れ
た
が
、
氏
子
崇
敬
者
は
太
郎
坊
信

大
凧 

 

東
近
江
市
の
伝
統
行
事
。
江
戸
時
代
に

始
ま
っ
た
と
言
わ
れ
、
百
畳
の
大
き
な
凧

を
揚
げ
る
も
の
。 

 

供
出
令 

 

戦
中
の
物
資
不
足
を
受
け
、
鉄
を
確
保

す
る
た
め
に
出
さ
れ
た
指
令
。
多
く
の
社

寺
は
秘
蔵
の
刀
剣
や
梵
鐘
を
供
出
し
た
。

太
郎
坊
宮
山
麓
の
寺
院
も
梵
鐘
を
供
出

し
て
い
る
。 

 

占
領
政
策 

 

日
本
を
占
領
し
た
連
合
国
司
令
部
に

よ
る
政
策
。
伝
統
文
化
の
排
斥
等
が
行
わ

れ
、
団
体
で
神
社
へ
参
拝
す
る
こ
と
も
禁

じ
ら
れ
た
。 

 



仰
道
の
護
持
に
努
め
、
敬
神

講
社
組
織
の
拡
充
、
祭
礼
行

事
の
体
系
化
を
遂
げ
た
。 

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六

二
）
に
は
自
衛
隊
に
よ
っ
て

太
郎
坊
産
業
道
路
が
起
工
さ

れ
た
。
こ
の
道
路
の
竣
工
に

よ
り
従
来
は
石
階
段
に
限
ら

れ
て
い
た
参
拝
が
自
動
車
で

も
可
能
と
な
り
、
境
内
中
程

ま
で
登
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
後
も
参
集
殿
の
造
営
や
山
上
大
鳥
居
の
建
立
等
、
境
内
各
施
設

の
充
実
が
計
ら
れ
て
い
る
。 

太
郎
坊
産
業
道
路 

 

参
拝
者
の
利
便
を
考
慮
し
、
自

動
車
道
を
建
設
す
る
こ
と
を
意

図
し
て
計
画
さ
れ
た
道
路
。
当
時

の
市
報
に
は
「
自
衛
隊
の
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー

二
台
を
は
じ
め
コ
ン
プ
レ
ッ
サ
ー
な
ど

多
く
の
大
型
機
械
が
威
力
を
発
揮
」「
観

光
道
路
と
し
て
も
重
要
な
意
義
を
も
ち
、

当
市
の
観
光
面
に
大
き
く
貢
献
す
る
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
工
事
規
模
の
大
き
さ
と

工
事
に
寄
せ
る
期
待
の
程
が
伺
え
る
。 
 

 

山
上
大
鳥
居 

 

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
に
建
立
さ

れ
た
石
造
の
大
鳥
居
。
氏
子
の
山
形
實
氏

の
奉
納
。 


